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衆
議
院
議
員
佐
藤
謙
一
郎
君
提
出
子
ど
も
の
人
身
売
買
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
に
つ
い
て

人
身
取
引
の
被
害
者
の
保
護
に
関
し
て
は
、
「
人
身
取
引
対
策
行
動
計
画
」
（
平
成
十
六
年
十
二
月
七
日
人
身
取
引
対
策

関
係
省
庁
連
絡
会
議
決
定
）
の
中
で
、
被
害
者
が
児
童
で
あ
る
場
合
も
含
め
、
人
身
取
引
の
被
害
者
を
保
護
の
対
象
と
し
て

明
確
に
位
置
付
け
、
被
害
者
の
状
況
に
応
じ
て
き
め
細
か
な
対
応
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
児
童
の
売
買
、
児
童
買
春
及
び
児
童
ポ
ル
ノ
に
関
す
る
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
選
択
議
定
書
」
（
以
下

「
児
童
の
売
買
等
に
関
す
る
児
童
の
権
利
条
約
選
択
議
定
書
」
と
い
う
。
）
第
八
条
及
び
第
九
条
は
、
締
約
国
は
児
童
の
売

買
等
に
関
す
る
児
童
の
権
利
条
約
選
択
議
定
書
に
定
め
る
犯
罪
の
被
害
者
で
あ
る
児
童
に
対
す
る
保
護
、
援
助
等
の
措
置
を

採
る
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
五
条
の
二
及
び
第
二
十
七
条
、
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び

児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
二
条
及
び
第
十
五
条
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百
五
十
七
条
の
二
か
ら
第
百
五
十
七
条
の
四
ま
で
、
第
二
百
九
十
二
条
の
二
、
第
二
百
九
十

五
条
及
び
第
二
百
九
十
九
条
の
二
等
に
よ
り
、
担
保
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

一



�
に
つ
い
て

本
邦
に
在
留
す
る
外
国
人
が
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
十
四
条
各
号

に
掲
げ
る
退
去
強
制
事
由
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
退
去
強
制
手
続
を
執
る
こ
と
と
な
る
が
、
退
去
強
制
事
由
に
該

当
す
る
者
が
人
身
取
引
の
被
害
者
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
、
当
該
外
国
人
に
つ
い
て
一
律
に
本
邦
か

ら
の
退
去
を
強
制
し
て
本
国
に
送
還
す
る
と
い
う
取
扱
い
は
行
わ
ず
、
必
要
に
応
じ
て
仮
放
免
し
た
上
で
、
被
害
の
状
況
、

退
去
強
制
事
由
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
状
況
等
を
詳
し
く
聴
取
し
、
そ
の
結
果
、
当
該
外
国
人
が
人
身
取
引
の
被
害
者
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
在
留
特
別
許
可
を
弾
力
的
に
運
用
し
て
当
該
外
国
人
の
法
的
地
位
の
安
定
化
を
図
る
な
ど
、
当

該
外
国
人
の
保
護
に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
御
質
問
の
「
刑
事
責
任
の
一
時
免
除
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
刑
事
手
続
に
お
い

て
も
、
人
身
取
引
の
被
害
者
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
情
を
も
十
分
に
勘
案
し
た
適
切
な
対
応
が
行
わ
れ
て

い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

�
、
�
及
び
�
に
つ
い
て

児
童
の
売
買
等
に
関
す
る
児
童
の
権
利
条
約
選
択
議
定
書
は
、
第
二
条
�
に
お
い
て
、
「
児
童
の
売
買
」
を
「
報
酬
そ
の

二



他
の
対
償
の
た
め
に
、
児
童
が
個
人
若
し
く
は
集
団
に
よ
り
他
の
個
人
若
し
く
は
集
団
に
引
き
渡
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
又

は
こ
の
よ
う
な
引
渡
し
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
取
引
」
と
定
義
し
、
第
三
条
�
�
に
お
い
て
、
児
童
の
売
買
に
関
し
、
性
的

搾
取
等
の
目
的
の
た
め
、
児
童
を
提
供
し
、
移
送
し
又
は
収
受
す
る
行
為
が
自
国
の
刑
法
又
は
刑
罰
法
規
の
適
用
を
完
全
に

受
け
る
こ
と
を
確
保
す
べ
き
義
務
を
規
定
し
て
い
る
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
平
成

十
六
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
（
以
下
「
改
正
児
童
福
祉
法
」
と
い
う
。
）

第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
六
十
条
第
二
項
並
び
に
児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等

に
関
す
る
法
律
第
八
条
を
始
め
と
す
る
児
童
の
売
買
禁
止
等
に
関
連
す
る
関
係
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
行
為
が
我
が
国

の
刑
罰
法
規
の
適
用
を
完
全
に
受
け
る
こ
と
を
確
保
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
「
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
を
補
足
す
る
人
、
特
に
女
性
及
び
児
童
の
取
引
を
防
止

し
、
抑
止
し
及
び
処
罰
す
る
た
め
の
議
定
書
（
仮
称
）
」
（
以
下
「
人
身
取
引
議
定
書
」
と
い
う
。
）
の
締
結
に
つ
い
て

は
、
可
能
な
限
り
早
期
に
国
会
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
人
身
取
引
議
定
書
を
実
施
す
る
た
め
の
国
内
法
整
備

の
要
否
及
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
関
係
省
庁
間
で
の
検
討
を
鋭
意
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
身
取

引
議
定
書
の
規
定
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三



�
に
つ
い
て

改
正
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
九
号
の
規
定
に
よ
り
、
児
童
を
強
制
労
働
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
又

は
児
童
の
臓
器
を
摘
出
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
児
童
を
引
き
渡
す
行
為
や
児
童
を
自
己
の
支
配
下
に
置
く
行
為
は
、
禁

止
さ
れ
て
い
る
。

�
に
つ
い
て

被
害
者
が
十
八
歳
未
満
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
例
に
応
じ
、
こ
れ
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要

な
資
料
が
収
集
さ
れ
た
上
で
、
適
切
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四


